
阿南市教育委員会要綱第 7 号  

   阿南市 タ ブ レ ッ ト 端末等貸与要綱  

（ 趣旨 ）  

第 1 条  こ の要綱は 、 Ｉ Ｃ Ｔ を利活用 し た教育を進め 、 学校の

教育課程に則 っ た学習の質の向上及び学習内容の定着に資す  

る こ と を目的 と し て 、 阿南市立小学校及び中学校 （ 以下 「 学

校 」 と い う 。 ） に在籍す る児童生徒が使用す る タ ブ レ ッ ト 端

末の貸与に関 し 必要な事項を定め る も の と す る 。  

 （ 定義 ）  

第 ２ 条  こ の要綱に おいて 、 次の各号に掲げ る用語の意義は 、

それぞれ当該各号に定め る と こ ろ に よ る 。  

 ⑴  タ ブ レ ッ ト 端末  阿南市教育委員会 （ 以下 「 教育委員会  

」 と い う 。 ） が管理す る児童生徒用 タ ブ レ ッ ト 端末をい う 。  

 ⑵  管理責任者  阿南市立小学校及び中学校に おけ る タ ブ レ

ッ ト 端末管理運用要綱 （ 令和 ３ 年阿南市教育委員会要綱第

6 号 。 以下 「 端末管理運用要綱 」 と い う 。 ） 第 4 条に規定

す る タ ブ レ ッ ト 端末管理責任者をい う 。  

 （ 貸与物品 ）  

第 3 条  こ の要綱に よ り 貸与を行 う 物品 （ 以下 「 貸与物品 」 と

い う 。 ） は 、 タ ブ レ ッ ト 端末本体 、 電源ケ ーブ ル 、 キ ーボー

ド 及び専用ケ ー ス と す る 。  

 （ 貸与対象者 ）  

第 4 条  貸与物品の貸与を受け る対象者は 、 貸与物品を使用す

る児童生徒の保護者 （ 親権を行 う 者及び未成年後見人をい う  

。 以下同 じ 。 ） と す る 。  

（ 貸与の事務 ）  

第 5 条  教育委員会は 、 児童生徒が在籍す る学校の管理責任者

を通 じ て 、 貸与物品の貸与を行 う もの と す る 。  

 （ 管理 ）  

第 6 条  管理責任者は 、 貸与状況等を管理 し な ければ な ら ない 。  



 （ 貸与期間 ）  

第 7 条  児童生徒が使用す る貸与物品の貸与の期間は 、 貸与を

し た日か ら中学校卒業年度の 2 月末日ま で と す る 。  

 （ 貸与料 ）  

第 8 条  貸与物品の貸与料は 、 無償 と す る 。  

（ 貸与の申込み ）  

第 ９ 条  貸与物品の貸与を受け よ う と す る 保護者は 、 阿南市 タ

ブ レ ッ ト 端末等貸与申込書 （ 様式第 1 号 ） に よ り 管理責任者

に貸与の申込みを行 う も の と す る 。  

（ 貸与の承認 ）  

第 1 ０ 条  管理責任者は 、 前条の申込みがあ っ た と き は 、 その  

内容を審査 し 、 貸与物品の貸与を承認す る もの と す る 。  

２  管理責任者は 、 貸与物品の貸与を承認 し た と き は 、 児童生徒

に対 し 、 貸与物品を引 き渡す も の と す る 。  

 （ 家庭での貸与物品の使用等 ）  

第 １ １ 条  管理責任者は 、 児童生徒が家庭学習のために家庭に

おいて タ ブ レ ッ ト 端末を使用す る場合は 、 各学校に おいて家

庭学習で タ ブ レ ッ ト 端末を使用す る ためのマニ ュ ア ル等を作

成 し 、 保護者の同意を得た上で 、 貸与物品の持 ち帰 り を認め

る も の と す る 。  

 （ 貸与物品の交換 ）  

第 1 ２ 条  管理責任者は 、 貸与 し た貸与物品を交換す る必要が

生じ た と き は 、 あ ら か じ めその旨を保護者に連絡 し 、 当該貸

与 し た貸与物品を交換す る もの と す る 。  

 （ 貸与物品の管理 ）  

第 １ ３ 条  貸与物品の貸与を受け た保護者及びその児童生徒 （  

以下 「 保護者等 」 と い う 。 ） は 、 貸与物品に ついて善良な管

理者の注意を も っ て管理す る も の と す る 。  

２  保護者等は 、 次の各号に掲げ る行為を し ては な ら ない 。  

 ⑴  貸与物品を 、 他者に使用 さ せ 、 又は転貸す る こ と 。  



 ⑵  貸与物品を 、 売却 、 廃棄又は故意に破損す る こ と 。  

 ⑶  貸与物品を使用 し て 、 他者に対 し て被害や悪影響を与え

る こ と 。  

 ⑷  前 ３ 号に掲げ る も ののほか 、 タ ブ レ ッ ト 端末等の貸与の

目的及び貸与条件に反す る こ と 。  

３  保護者等は 、 貸与物品の管理運用に当た り 、 管理責任者か

ら必要な指示があ っ た場合は 、 その指示に従 う も の と す る 。  

 （ 亡失又は損傷 ）  

第 １ ４ 条  保護者は 、 貸与物品を亡失 し た と き又は貸与物品が

損傷 し た と き は 、 直 ち に阿南市 タ ブ レ ッ ト 端末等貸与物品亡

失 ・ 損傷届 （ 様式第 ２ 号 ） に よ り 管理責任者に届け出な けれ

ばな ら ない 。  

２  管理責任者は 、 前項の届出があ っ た と き は 、 その届出を受  

け た日か ら起算 し て ５ 日以内に端末管理運用要綱第 １ ４ 条第  

１ 項 に規定す る報告を し な ければ な ら ない 。  

３  前項の報告に よ り 、 亡失又は損傷の理由が保護者等の故意

又は過失に よ る 場合 、 保護者は 、 教育委員会が定める相当の

代価を弁償 し な ければ な ら ない 。 た だ し 、 教育委員会が特別

の事情があ る と 認めた と き は 、 こ の限 り で ない 。  

 （ 損害賠償 ）  

第 １ ５ 条  保護者は 、 貸与物品の使用に当た り 、 保護者等の責

めに帰すべ き理由に よ り 市又は第三者に損害が生じ た場合に

は 、 その損害を賠償す る責任を負 う 。  

 （ 貸与の終了 ）  

第 １ ６ 条  管理責任者は 、 第 ７ 条の貸与期間中であ っ て も次の

各号のいずれかに該当す る と き は 、 貸与を終了す る こ と がで

き る 。  

 ⑴  児童生徒が 、 転出等に よ り 学校の児童生徒でな く な っ た

と き 。  

 ⑵  保護者等が第 １ ３ 条の規定に違反 し た と き 。  



 ⑶  前 ２ 号に掲げ る も ののほか 、 貸与物品の管理運営に おい

て特別な事情が生じ た と き 。  

２  管理責任者は 、 前項の規定に よ り 貸与を終了 し た と き は 、

阿南市 タ ブ レ ッ ト 端末等貸与終了通知書 （ 様式第 ３ 号 ） に よ

り 、 保護者に通知 し 、 貸与物品の返却を求め る も の と す る 。  

 （ 貸与物品の返却 ）  

第 １ ７ 条  保護者は 、 第 7 条に規定す る貸与期間が満了す る日

ま で に 、 貸与物品を返却 し な ければ な ら ない 。  

２  保護者は 、 前条第 ２ 項の規定に よ る 通知を受け た場合は 、

管理責任者が定め る日 ま で に貸与物品を返却 し な ければ な ら

ない 。  

３  保護者が 、 前項の返却日ま で に貸与物品を返却せず 、 管理

責任者か ら の督促に も応 じ ない場合は 、 保護者は貸与物品の

価額を弁償す る責任を負 う もの と す る 。  

 （ そ の他 ）  

第 １ ８ 条  こ の要綱に定め る も ののほか 、 必要な事項は 、 別に

定め る 。  

   附  則  

こ の要綱は 、 令和 ３ 年 ５ 月 ２ ７ 日か ら施行す る 。  


